
都道府県・政令指定都市における男女共同参画に係る施策の苦情処理
及び人権侵害被害者救済の処理窓口の専従担当者数の推移

男女共同参画に係る施策の苦情処理体制 人権侵害被害者救済体制

年度 常勤（人） 非常勤（人） 非常勤の割合（％） 常勤（人） 非常勤（人） 非常勤の割合（％）

16 23 126 84.6

17 25 196 88.7

18 19 183 90.6 205 677 76.8

19 10 119 92.2 274 814 74.8

20 17 170 90.9 298 802 72.9

21 18 165 90.2 276 809 74.6

22 11 112 91.1 287 834 74.4

※都道府県・政令市における人権侵害被害者救済の処
理窓口の専従担当者数は、平成18年度から調査を開始
した。

専従担当者数の推移
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